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新車・中古車の販売後価格訂正

26th Jan. 2021

リテール経理業務
Creator: Process management & BPO service management
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MAIDO売上済 Force訂正稟議

Presentation Title | Department | Date 

■売価の変更 ：経理側で修正。シーベル上は変更出来ない。SAP側で修正する。債権も変更になる。
■登録手数料変更 ⇒経理側でハンドで修正、シーベル上は変更出来ない。SAP側で修正する。債権も乗じて変更になる。

■架装の増減 ⇒追加架装がある場合は承認後にプール原価で処理を実施。通常承認と同様に伺いと一緒に送付。
■損益の変更 ⇒シーベル上は変更出来ない。SAP側で修正して経理実績に反映となります。
■回収日変更 ：変更はせずに債権フォローで確認。
■売り上げキャンセル⇒車両入れ替え＆純粋なキャンセル ※別途 個別対応

MAIDO販売済み車両の訂正稟議

スタート時期

■1月27日(水)から実施

本日説明内容

■MAIDO売上後 訂正稟議
■Force売上後 訂正稟議
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背景

MAIDOシステムの停止に伴い、販売後に発生した価格訂正に対応する為、FORCEで特別なプロセスを用意致しました。
また、これまで時間のかかっていたFORCEの販売後価格訂正もこのプロセスに統合して所要時間の短縮を図ります。

MAIDOシステム
訂正稟議

債権/売上

販売後の
価格訂正手続き

債権/売上

MAIDOの価格訂正

FORCEの価格訂正

リカバリ依頼

プロジェクトデータ修正
FORCEの価格訂正は現在、システム改修中ですので改修が完了したら、SIEBELで
価格訂正処理が可能となります。これは改修完了までの暫定プロセスとなります。

新暫定プロセス
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プロセスの流れ

訂正稟議伺
販売金額訂正案件の

発生

例）
110PGE12345 100,000円
110PGE12345 -95,000円

例）
5,000の値引き

承認

No

Yes

顧客との再交渉

販売価格訂正
依頼書作成

サポートツールで
書類添付

サポートツールで
送信

雑請求発行処理

例）
110PGE12345 100,000円
110PGE12345 -95,000円
11200000001   -5,000円

SC支店

SC支店 SC支店 SC支店 TRAcC

処理完了連絡
（処理伝票番号）

TRAcC

請求書印刷確認
処理結果確認

SC支店

振替依頼
返金依頼

SC支店

依頼の元オーダーではなく
訂正の雑請求受注番号で
債権は記録されます

従来プロセス

添付書類のPDFファイルは一つにまとめてもかまいません
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MAIDO売上済 Force訂正稟議

Presentation Title | Department | Date 

■MAIDO販売済み車両の訂正稟議

【MAIDO → FORCE移行用】

販売ｺﾝﾄﾛｰﾙ部長販売ｺﾝﾄﾛｰﾙ統括部長

《本社》

作成日

ﾄﾗｯｸ販売部Mgr

売上後訂正稟議伺
2020年11月5日

担当者名 拠点名 受注番号 受注先名 型式

担当者ｺｰﾄﾞ 拠点ｺｰﾄﾞ 受注日 受注先コード

車両本体価格 0

経理業務/債権 経理業務/決算

車両本体価格

C/#

①損益 ②仕様変更明細

旧条件(変更前) 新条件(変更後) 架装 増減分

架装業者名

付属品価格 0

ﾒｰｶｰｵﾌﾟｼｮﾝ価格 0

架装価格 0

社内作業価格 0

社内作業　増減分

部品No. 建値 原価

プール原価 0 付属品 増減分

付属品原価 0

0 0オプション 増減分　計

社内作業原価 0

架装 増減分　計 0 0

販売手数料 販売手数料

下取損益 0 下取損益 0

第1次利益 0 第1次利益 0

代行手数料 代行手数料

第1.5次利益 0 第1.5次利益 0

本社対策金 本社対策金

③ユーザー

旧条件

0 0付属品 増減分　計 0SC対策金 0 SC対策金 0 社内作業 増減分　計

登録手数料

反社会勢力Check ｺｰﾄﾞ ｺｰﾄﾞ

新条件
契

約

先

名称 契

約

先

名称

第3次利益

所

有

者

名称

※反社会勢力に該当する懸念がある場合は『反社会勢力申請書』添付のこと ｺｰﾄﾞ ｺｰﾄﾞ

反社会勢力 所

有

者

名称

売上高、売掛先変更による　与信チェック ｺｰﾄﾞ ｺｰﾄﾞ

使

用

者

名称 使

用

者

名称

支

払

先

名称

ｺｰﾄﾞ ｺｰﾄﾞ

支

払

先

名称

査定No

査定金額計 査定金額計

変更理由 ④下取条件

担当者 旧条件 新条件

型式

銘柄 銘柄

下取金額計 下取金額計

新条件

販売区分 販売区分

ｻﾌﾞﾕｰｻﾞｰｺｰﾄﾞ

年式 年式

回収日

支払回数 支払回数

ｻﾌﾞﾕｰｻﾞｰｺｰﾄﾞ

回収区分 回収区分

割賦元金/ﾛｰﾝ額

第一回支払日 第一回支払日

現金/頭金 現金/頭金

割賦元金/ﾛｰﾝ額

最終支払額 最終支払額

初回支払額 初回支払額

最終支払日 最終支払日

登録地 登録地

起算日 起算日

所有権 所有権

《SC》

FC長 営業部長 新車営業Mgr 支店長 営業Mgr

登録日（予定日） 登録日（予定日）

納車日（予定日） 納車日（予定日）

担当者ﾄﾗｯｸ販売部本部長

オプション 増減分

原価 受注ｺｰﾄﾞ 建値 原価名称建値名称 (IBOS番号)

架装価格

ﾒｰｶｰｵﾌﾟｼｮﾝ価格

付属品価格

社内作業価格

車両建値合計

値引

0

0

販売価格

車両原価

第2次利益

登録手数料

第3次利益

架装原価

ﾒｰｶｰｵﾌﾟｼｮﾝ原価

付属品原価

プール原価

車両原価合計 0

社内作業原価

下取台数

営業Mgr

0

0

0

0

第2次利益

名称 建値 原価 作業ｺｰﾄﾞ 名称

0

0

車両建値合計

値引

販売価格

車両原価

架装原価

ﾒｰｶｰｵﾌﾟｼｮﾝ原価

車両原価合計 0

SC本部

FC長

与信限度額

注・・・与信限度を超える場合、超過伺書提出の事

車両代残高

与信超過

下取台数

回収日

⑤販売条件

旧条件

型式

査定No

0

0

0

【売上金額決裁基準】
 　訂正差額(新車売上高+登録手数料+下取額)が

①320万以下　　　  

(営業→営業Mgr →支店長 → 新車営業Mgr→ 営業部長→ FC長→SC営業部長→ FC長決裁→トラック販売部Mgr → 経理業務/決算→経理業務/債権→トラック販売部→SC本部→支店)

②320万超～1,920万以下

(営業→営業Mgr →支店長 → 新車営業Mgr→ 営業部長→ FC長→SC営業部長→ FC長決裁→トラック販売部Mgr → 販売コントロール部長→経理業務/決算→経理業務/債権→トラック販売部→SC本部→支店)

③1,920万超～6,400万以下  

(営業→営業Mgr →支店長 → 新車営業Mgr→ 営業部長→ FC長→SC営業部長→ FC長決裁→トラック販売部Mgr → 販売コントロール部長→販売コントロール統括部長→経理業務/決算→経理業務/債権→トラック販売部→SC本部→支店)

④6,400万超

(営業→営業Mgr →支店長 → 新車営業Mgr→ 営業部長→ FC長→SC営業部長→ FC長決裁→トラック販売部Mgr→トラック販売部本部長 → 販売コントロール部長→販売コントロール統括部長→経理業務/決算→経理業務/債権→

　→トラック販売部→SC本部→支店)
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必要な書類

売上訂正の事前承認プロセスは従来通りとなります。訂正の承認後に以下の依頼書式にて訂正処理を受付いたします。

販売訂正にてガイドラインに定義された事前承認は必須です。

PDF：元の請求書（控）

PDF：訂正稟議の承認書類

PDF：注文書コピー

車両代価格変更の場合、新価格が記
載された注文書が必要です

Excel：AR201_販売価格訂正依頼書.xlsm

依頼書式はサポートツールからダウンロードできます
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依頼書（Excel）
証憑

手続き方法

経理サポートツールより以下の要領で手続き
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本プロセスで出来る事

①差額請求書の出力 ②債権への訂正反映

③損益の反映
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①差額請求書の出力

 雑請求書の書式の為、車両情報や商談情報は表示されません。
 請求書には差額のみが表示されます。
 請求番号・受注番号は新規で採番されます。
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②債権への訂正反映

 債権のソートキーは元受注の番号ではなく、雑請求書の新規の受注番号となります。
“２”から始まる番号

 元の債権で回収差額が生じしている場合は、ここで発生した訂正の債権と振替を行い消込をする必要があります。
※満額返金等の場合は、この債権からの返金が可能です。
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③損益の反映

 ここで発生した損益（売上の訂正）はSAPにのみ記録され。SIEBEL等の資料には反映しません。
 損益は訂正で採番された受注番号で記録されるので、元のオーダーと紐づけて損益を見る事はできません。（利益センタ等は依頼元の損益で

記録されます）

※売上勘定の仕訳データでは販売モジュールに干渉しない様に、「査定番号」項目に依頼の旧受注番号を記録します
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（補足：請求書印刷と債権のキー）

12:00迄にご依頼分は、当日中に処理されます。
請求書はTRAcCで処理されると同時に利益センタによって決定されてそのプリンタに印刷
されます（雑請求は整備請求と同じプリンタに印刷されますのでご注意ください）

※債権は以下の通り、訂正債権のソートキーは雑請求の受注番号になります。
SAPの売掛回収到来明細や得意先明細管理で「請求書番号」に契約番号を
指定すれば訂正で発生した債権の明細を見る事が出来ます。
「契約番号」は依頼書に記載された依頼者のメールアドレスへ雑請求発行後に
メールで完了報告とともに通知されます。

※
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＝ 例による流れ説明 ＝

ここからは例に基づき、全体の処理の流れを解説いたします。

登録手数料（課税）

登録手数料（非課税）

50,000

11,000

90,000

9,800

訂正前 訂正後

+40,000

-1,200

損益

+38,800

訂正稟議内容

車両代 8,300,000 8,300,000 0

ここで解説する処理例では以下の訂正を実施します
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処理例（①訂正稟議）

オーダー：0PGB04334
お客様支払い：9,238,800
当社販売計上：9,196,000
債権残高は-42,800円となっています（過入金状態）
調べたところ登録手数料の差額でした。

システム計上
車両代 8,300,000（税込み9,130,000）
登手課 50,000（税込み55,000）
登手非 11,000（税込み11,000）
最終実際条件
車両代 8,300,000（税込み9,130,000）
登手課 90,000（税込み99,000） 訂正＋40,000円（税込み44,000）
登手非 9,800（税込み9,800） 訂正-1,200円

登録手数料（課税）

登録手数料（非課税）

50,000

11,000

90,000

9,800

訂正前 訂正後

+40,000

-1,200

損益

+38,800

訂正稟議内容

車両代 8,300,000 8,300,000 0

①条件相違を確認して、訂正稟議をあげます。
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登録手数料（課税）

登録手数料（非課税）

50,000

11,000

90,000

9,800

訂正前 訂正後

+40,000

-1,200

損益

+38,800

訂正稟議内容

車両代 8,300,000 8,300,000 0

②承認された訂正稟議に基づき訂正依頼書を作成します

AR201_販売価格訂正依頼書V01.xlsm

処理例（②依頼書作成）
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処理例（②依頼書作成）

①完了報告はここで記載のメールアドレスに送信されます。
メールアドレスをお間違いない様にご注意ください。

②依頼書にはエラーチェックが入っています。ここがOKになっている
事を必ず確認下さい。
※エラー状態で送られた依頼書は差戻となります。

③本依頼書はPDFで送られてもお取り扱いできませんので、必ず
Excelファイルで送信ください。

特にご注意頂きたい事

①
②
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③必要ファイルを添付して、送信をクリックします

処理例（③依頼送信）

①ファイルの添付

②ワンクリック送信

③送信完了
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④サポートツールから送信された依頼は依頼者様の送信済メールで確認頂けます

処理例（④送信メール確認）

TRAcC宛先

①サポートツールで手続き毎に決められた送信先に送信されます。
②選択したファイルはメールに添付されます。
③依頼毎にIDが採番され、完了時にもこのIDで依頼を特定可能で
す
④依頼者様の情報がサポートツールの登録内容より記載されます①

②

③

④



Daimler AG Page 19

⑤TRAcCで販売訂正処理完了の報告メールを依頼者様へ送信します

処理例（⑤完了報告受領）

このメールの契約番号で販売訂正の債権を探すことができます
検索条件の「請求書番号」に完了メールで配信される契約番号を
入力すると販売訂正用に作成された債権が検索できます。

（得意先明細管理）

（売掛回収到来明細）



Daimler AG Page 20

⑥請求書印刷を不要としなかった場合は、所定のプリンタ（※）より請求書が印刷されます

処理例（⑥請求書印刷の確認）

※所定のプリンタ
請求書の印刷は各拠点ごとに設定されたプリンタより印刷されます。
販売訂正で利用する雑請求は、整備個別請求と同じプリンタで印刷される
仕組みとなっておりますので、紛失にご注意ください。

※TRAcCから完了メールが届くのと同時に印刷は実施されます。
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⑦販売訂正で計上される債権は元の債権とソートキーが異なりますので、債権振替が必要です。

処理例（⑦訂正分の債権振替）

振替にはDLデータ利用可能な同一顧客間振替をご利用下さい（AR104_同一顧客債権振替A.xlsm）
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⑧訂正分の振替が完了するとこのオーダーの債権は全て消込済みとなります

処理例（⑧振替の完了）

販売訂正後には、
「元債権と消込振替」
「他債権への充当」
「過入金として返金」
と様々な後続処理が考えられる為、販売訂正では訂正分の債権が作成されるところで完了となります。

訂正後の債権の処理につきましては、ケースに応じて既存のプロセスでご対応頂きます様、お願い致します。


